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電子申請システムの 
二次元コード 
 
 

電子申請システムはこちら↓ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月１６日（月）～令和８年４月２４日（金）［当日消印有効］ 

 

 

 

ご意見等の提出の際は、別紙の記入用紙（任意の用紙でも結構です。）に住所、氏名

（法人または団体等の場合は所在地及び法人名等）、電話番号、素案に対するご意見

等をご記入のうえ、郵便、ファックス、電子メール、電子申請又は直接持参での提出

をお願いいたします（郵送の場合は、備え付けの封筒をご利用ください。〔送料不要〕）。 

 

 

 

〈郵送・持参〉 〒８９２-８６７７  

鹿児島市山下町１１番１号 

東別館１０階 

鹿児島市役所 デジタル戦略推進課 

〈フ ァ ッ ク ス〉 ０９９－２１６－１１１７ 

〈電 子 メ ー ル〉 digital@city.kagoshima.lg.jp 

※ご意見等は、鹿児島市役所ホームページの電子申請システムからも提出できます。 

                          （裏面につづきます。→） 

 

本市では、DX推進計画を策定し、人口減少・少子高齢化による担い手不足や

多様化する住民ニーズへ対応するため、手続のオンライン化をはじめ、様々なデ

ジタル化の取り組みを進めています。 

現在、条例等に人や書面の介在を前提とするアナログ的な手法を規定するいわ

ゆる「アナログ規制」の見直しを進めており、今後、市民のみなさんのご意見を

参考にさせていただきながら、関係条例の整備に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、ご意見をお寄せください。 

 

意 見 等 の 募 集 期 間 
 

意 見 等 の 提 出 方 法 
 

提  出  先 

意見募集（パブリックコメント） 

市 民 の み な さ ん へ 

「 ア ナ ロ グ 規 制 の 見 直 し に 伴 う 

関 係 条 例 の 整 備 素 案 に つ い て 」 
ご 意 見 を お 寄 せ く だ さ い 
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（１）対象となる方 

① 本市内に住所を有する方 

② 本市内に通勤・通学する方 

③ 本市内に事務所又は事業所を有する方 

（２）意見提出時の留意事項 

① 住所、氏名及び連絡先を必ず記載してください。住所が市外の場合は、 

市内に通勤・通学、市内に事務所又は事業所を有する旨を記載してください。 

② 電話や口頭による意見提出は受付できませんので、文書で提出してください。 

③ 匿名の場合は、書面で提出されても受付できません。 

④ 期限を過ぎて提出されたご意見等は、パブリックコメント手続きによる意見

としての取扱いはできませんので、提出期限にご留意ください。 

 

 

（１） お寄せいただいたご意見等につきましては、一覧表にまとめて、その概要と

ご意見等に対する検討結果を市のホームページ、市政情報コーナー（みなと

大通り別館１階）等で公表いたします。 

なお、提出された個々のご意見への回答をご希望の方は直接お問い合わせく

ださい。 

（２） 意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外（住所・氏名等）は公表いた

しません。 

 

 

 

鹿 児 島 市 デジタル戦略推進課 

電 話 ０９９－２１６－１１１５（直通） 

ファックス ０９９－２１６－１１１７ 

電子メール  digital@city.kagoshima.lg.jp 

 

 

 

 

 

鹿 児 島 市 

意 見 等 の 提 出 に 際 し て の 留 意 事 項     

お 寄 せ い た だ い た 意 見 等 の 取 扱 い    

お 問 い 合 わ せ 先 
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